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１ 安全保障貿易管理の執⾏
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 事後審査業務
・無許可輸出事案等の法令違反に係る事後審査
→ 法令違反事案について、事後的にその違反の程度等を審査し、

適切な処分を実施
・税関との協⼒による懸念輸出の未然防⽌

 指導業務
・企業・⼤学等の⾃主管理体制強化の⽀援
→ 組織内の法令遵守意識を⾼めるため、輸出管理内部規程（ＩＣＰ）の作成を⽀援

・企業・⼤学等に対する普及・啓発活動
→ 企業、⼤学・研究機関に対して、安全保障貿易管理に関する説明会を実施

 安全保障貿易管理における法令違反の処分及び防⽌



【参考】安全保障貿易検査官室の所掌事務イメージ
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輸出者 経済産業省 税関

引き合い

リスト規制

キャッチオール規制

輸出許可不要

輸出中⽌
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２ 企業指導業務（指導・検査）の概要
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○輸出管理内部規程
（ＩＣＰ）の登録企
業は1,000社以上

○企業等における外為
法 関係法令の知識・
意識の向上

○⾃主的な安全保障貿
易管理体制の整備促
進

○毎年、登録企業が実
施状況を報告

○ 問題がない場合は、
⼀般包括許可証の
取得・更新の要件で
ある受理票を発⾏

○貿易管理の重要性に
対する意識の継続

○経済産業⼤⾂が輸出
管理の徹底を要請

○年間約100社を⽬途
に抜き打ち的に実施

○企業側の気の緩みの
防⽌、再発防⽌策の
徹底

輸出管理内部規程
（ＩＣＰ）
策定⽀援

輸出管理内部規程
（ＩＣＰ）

実施状況確認
法令遵守⽴⼊検査

罰則のみに頼り企業の経済活動を萎縮させることなく、無許可輸出を未然に防⽌することが重要

○全国各地において年
間約100回開催

○輸出管理制度の普
及・啓発

○輸出管理内部規程
（ＩＣＰ）・違反事
案の紹介等

説明会の開催



３－１ 輸出管理内部規程（ＩＣＰ）
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 輸出や技術提供について⼀連の⼿続を規定するとともに、外為法等の関係法令を遵
守し、違反を未然に防ぐための内部規程。

 輸出者等が⾃ら定める組織の内部規程であり、⾃主管理を⾏うための“任意”のもの。
 経済産業省への届出制度（任意）がある。規程内容が適切な場合、輸出管理内部

規程受理票（ＩＣＰ受理票）を発⾏。

 包括許可が取得可能（「⼀般包括許可（いわゆるホワイト包括）は除く）。
 担当者のメールアドレスに安全保障貿易管理ＨＰの更新情報（制度改正情

報など）が逐次メールで配信される。
 ⾃主管理体制を整備した企業や⼤学・研究機関としてＰＲが可能となる。

ＩＣＰ︓ Internal Compliance Program の 略

届出のメリット



包括許可の種類

6

取引毎の輸出許可個別許可

包括許可  ３年の期間、複数の取引に有効
 輸出者の⾃主的な輸出管理が前提

貨物・技術の機微度が⽐較的低い品⽬について、ホワイト国向けを限定に⼀定
の仕向地・品⽬の組合せの輸出を包括的に許可⼀般包括許可

貨物・技術の機微度が⽐較的低い品⽬について、⾮ホワイト国向けを含んだ⼀
定の仕向地・品⽬の組合せの輸出を包括的に許可
→輸出管理内部規程（ICP）の整備及び事前検査が要件

特別⼀般包括許可

継続的な取引関係を⾏っている同⼀の相⼿⽅に対する輸出を包括的に許可
→輸出管理内部規程（ICP）の整備及び事前検査が要件特定包括許可

企業の海外⼦会社向けに対する⼀定の品⽬の輸出について、包括的に許可
→輸出管理内部規程（ICP）の整備及び事前検査が要件特定⼦会社包括許可



３－２ 輸出管理内部規程（ＩＣＰ）の主要項⽬
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 経産省は輸出者に対し、輸出管理内部規程（ICP）において、3つの主要項⽬の導
⼊を要請している。

(1) 輸出管理組織、管理責
任者体制の明確化

体制

(4) 内部監査
(5) 教育
(6) ⽂書管理
(7) ⼦会社等への指導
(8) 違反の際の対応（再発防⽌）

⼿続 維持管理

(2) 取引審査（該⾮判
定等の⼿続含む）

(3) 出荷管理



① 輸出等を⾏う貨物等がリスト規制品に該当するか否かを確
認する責任者を定めること。

② 輸出等の業務に従事する者に対し、最新の法令の周知、そ
の他関係法令の規定を遵守させるための必要な指導を⾏う
こと。

Ⅰ 輸出等を⾏うに当たって遵守する基準

Ⅰ 輸出者等の遵守基準

Ⅱ リスト規制品輸出等の遵守基準

※ 経済産業⼤⾂は、基準に従い指導や助⾔、違反があった際には勧
告・命令を⾏うことができる（命令に違反した場合のみ罰則の対象）。

Ⅱ リスト規制品の輸出等を⾏うに当たって遵守する基準
（次項参照）

４－１ 輸出者等遵守基準

 業として輸出・技術提供を⾏う者（輸出者等）は、輸出者等遵守基準に従って、適切な
輸出・技術提供を⾏う必要あり。（外為法第５５条の１０第４項）

 安全保障上機微な特定重要貨物（リスト規制品）等を扱う輸出者等にあっては、Ⅰ及
びⅡの基準を遵守する必要あり。なお、特定重要貨物（リスト規制品）等は扱わない輸
出者等にあっては、Ⅰの基準のみを遵守する必要あり。
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① 組織の代表者を輸出管理の責任者とすること。

② 組織内の輸出管理体制（業務分担・責任関係）を定めること。

③ 該⾮確認に係る⼿続を定めること。

④ リスト規制品の輸出等に当たり⽤途確認、需要者確認を⾏う⼿続を
定め、⼿続に従って確認を⾏うこと。

⑤ 出荷時に、該⾮を確認した貨物等と⼀致しているか確認を⾏うこと。

⑥ 輸出管理の監査⼿続を定め、実施するよう努めること。

⑦ 輸出管理の責任者及び従事者に研修を⾏うよう努めること。

⑧ 輸出等関連⽂書を適切な期間保存するよう努めること。

⑨ 法令違反したとき及び法令違反したおそれがあるときは、速やかに経済
産業⼤⾂に報告し、 その再発防⽌のために必要な措置を講ずること。
※ 許可例外の輸出等のみを⾏う者は、⑨のみの適⽤。

Ⅱ リスト規制品の輸出等を⾏うに当たって遵守する基準

※ 経済産業⼤⾂は、基準に従い指導や助⾔、違反があった際には勧
告・命令を⾏うことができる（命令に違反した場合のみ罰則の対象）。

４－２ リスト規制品輸出等の遵守基準

Ⅰ 輸出者等の遵守基準

Ⅱ リスト規制品輸出等の遵守基準
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４－３ 輸出管理内部規程（ＩＣＰ）と輸出者等遵守基準
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リスト規制品の輸出等を⾏う者が対象

業として輸出等を⾏う者がすべて対象

輸出管理内部規程（ＩＣＰ）
○ “輸出管理内部規程（ＩＣＰ）の届出につ

いて”通達にある「外為法等遵守事項」の『基
本⽅針』と『個別事項（８項⽬）』のすべてを
含み、最新の法令・制度に基づく内部規程で
あれば、原則、輸出者等遵守基準のⅠ及び
Ⅱは満たすものとなる。

○Ⅱとの違い
監査、研修、⽂書保存が努⼒義務ではなく

必ず実施する規定となる。

Ⅰ．輸出者等の遵守基準
（輸出者等遵守基準）

Ⅱ．リスト規制品輸出・技術提供
の遵守基準

（輸出者等遵守基準）

Ⅲ． 輸出管理内部規程（ＩＣＰ）
（外為法等遵守事項）



５ 通常想定される輸出者等の内部審査⼿続の流れ
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該⾮判定

取引審査

許可⼿続

出荷管理

引き合いのあった貨物・技術がリスト規制に該当するか
否かを品⽬名・スペックから判定

需要者等の実態、引き合いのあった貨物・技術の⽤途等か
ら総合的に当該貨物の輸出・技術の提供の可否を判断

規制対象の貨物・技術については、輸出⼜は提供の
前に経済産業⼤⾂の許可を取得

当該輸出⼜は取引の承認、該⾮判定結果、輸出許
可証等の確認

需要者等からの
引き合い

輸出者等

許可が
必要な場合



６ 輸出管理内部規程（ＩＣＰ）整備の効果
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Ｃ 維持管理
④監査
⑤教育（研修）
⑥資料管理
⑦⼦会社等の指導
⑧報告及び再発防⽌

違法輸出の要因の回避

貨物等の審査
（該⾮判定）

顧客・⽤途の
審査 出荷管理

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの
判定の
⾒落とし

法令
解釈の
誤り

参照すべき
規制リストの

誤り
顧客・⽤途の審査に
関する不適切な判断

出荷管理の
誤り【輸出⼿続】

責任体制の
整備・明確化

・⼿続を内部に
周知・徹底

・違反防⽌及び早
期発⾒・再発防⽌

ＩＣＰの基本的事項
(外為法等遵守事項)

輸出
許可条件等
の未遵守

輸出管理上
のリスク

Ａ 体制
①輸出管理体制、
（業務分担、委任範囲

の明確化）

Ｂ ⼿続
②取引審査
（該⾮判定を含む）
③出荷管理

 ＩＣＰは、輸出管理において発⽣が想定される様々なリスクを回避するために有効。



【参考】該⾮判定とは
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 輸出しようとする貨物、提供しようとする技術（プログラム含む）が リスト規制貨物等に
該当するか否かを判定すること。

輸出令第２項 貨物等省令第１条
項番 項 目 項番 項 目

輸出令別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するもの
とする。

輸出令
第２項

核兵器の開発又
は製造に用いら
れる工作機械そ
の他の装置であ
つて、次に掲げる
もの

貨物等
省令

工作機械（金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。）であって、輪郭制御
をすることができる軸数が2以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイから
ニまでのいずれかに該当するもの（ホに該当するものを除く。）第１条

(12) 十四
号

１ 数値制御を行
うことができる工
作機械

２ 測定装置（工
作機械であつて、
測定装置として
使用することがで
きるものを含
む。）

イ 旋削をすることができる工作機械であって、次の（一）及び（二）に該当するもの（（三）に該当する
ものを除く。）

（一） 国際標準化機構が定めた規格（以下「国際規格」という。）ＩＳＯ２３０／２（１９８８）で定める測
定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が０．００６ミリメートル未満のも
の

（二） 直径が３５ミリメートルを超えるものを加工することができるもの

（三） 棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次
の１及び２に該当するもの

１ 加工できる材料の最大直径が４２ミリメートル以下のもの
２ チャックを取り付けることができないもの

ロ フライス削りをすることができる工作機械であって、次の（一）から（三）までのいずれかに該当す
るもの（（四）に該当するものを除く。）

（一） 国際規格ＩＳＯ２３０／２（１９８８）で定める測定方法により直線軸の全長について測定したと
きの位置決め精度が０．００６ミリメートル未満のもの

（二） 輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの

輸出令及び貨物等省令のマトリックス

輸出令 別表第１ 対象貨物

項番 輸出許可品目名

２ 原子力

( 1) 核燃料物質・核原料物質

( 2) 原子炉・原子炉用発電装置等

～

(12) １ 数値制御工作機械
２ 測定装置

①輸出令で品⽬名を確認

②貨物等省令で仕様
（スペック）を確認

①②とも該当する場合は
リスト規制貨物に該当

品⽬名と仕様（技術ｽﾍﾟｯｸ）
により該⾮判定

＊運⽤通達の解釈において、それぞれの品⽬の解釈も確認。
＊安全保障貿易管理ＨＰの「輸出令及び貨物等省令のﾏﾄﾘｸｽ」により参照可能。

※該⾮判定は、ダブルチェック体制で⾏う



【参考】取引審査とは
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 どのような相⼿か（引合い先、需要者の確認）、どのような⽤途に使うのか（具体的
な⽤途の確認）等のチェックを⾏い、当該取引を進めて良いか否かを判断すること。

 組織内での確認のための書式（帳票類）を定める。
 決裁者・担当者の責任範囲を明確にする。
 取引を進めて良いか否かを判断する責任者（取引の最終判断権者）を

定め、最終判断権者まで決裁を得る。
 国内取引であっても、輸出等をされることが明らかな場合には、直接輸出と

同様の審査を⾏う。

取引審査にあたっての留意点



【参考】出荷管理とは
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 貨物の出荷前に、「貨物の同⼀性の確認」、「輸出許可証の有無の確認」等、所要の⼿
続きが済んでいるかどうかを確認すること。

 出荷時のチェック結果は、輸出管理部⾨（者）に報告すること。

社内の⼿続

該⾮判定

取引審査

輸出許可証

輸出する貨物

輸出

出荷の確認は、違反の未然防⽌の最終関⾨︕

該⾮判定書
取引審査書

と
貨物

輸出許可証
と

貨物



７ 輸出管理内部規程（ＩＣＰ）の実施状況確認
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安全保障貿易検査官室

③「輸出管理内部規程
（ＩＣＰ）」「ＣＬ」
の届出

⑦包括許可の申請

①「輸出管理内部規程
（ＩＣＰ）」の策定

注）必要に応じ改善指導あり

規程の整備及び確実な
実施の確認

法令遵守
⽴⼊検査

輸出者 経済産業省

②「チェックリスト（ＣＬ）」
の作成（※）

※ 当初の提出後も毎年７
⽉に提出が必要

経済産業局・通商事務所
⑧包括許可の

発⾏

④「規程の受理票」及び
「ＣＬ受理票」の発⾏

輸出管理の確実な
実施の確認

⑥実地の調査

⑤「輸出管理内部規程
（ＩＣＰ）」に基く内部
審査実績

注）更新の場合は②〜④、⑦〜⑧



８ 法令遵守⽴⼊検査
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 適切な輸出管理の実⾏を確保するため、外為法第６８条の規定に基づき「法令遵守⽴
⼊検査」を実施。

 違反の有無に関わらず包括許可保有者などに対して実施される。
 「輸出者等概要・⾃⼰管理チェックリスト」の項⽬に従って、内部規程の整備状況及び実

際の取り組み状況を検査。

※２０１２年７⽉以降、⾮ホワイト国向けを含んだ特別⼀般包括許可を取得する際は、実地調査（⽴⼊検査含む）の事前
実施が要件化。

 毎年１００社以上の輸出者の事務所に検査官が訪問して実施。
 検査実施後には、必要に応じて⼝頭または⽂書による改善指導等を⾏う。

①改善指導
輸出者が外為法に違反していた場合や「輸出者等遵守基準」の要件またはＩＣＰを適切
に実施していなかった場合

②助⾔
輸出者が「輸出者等遵守基準」の要件またはＩＣＰを部分的に実施していなかった場合

③指⽰なし
輸出者が「輸出者等遵守基準」⼜はＩＣＰに基づいて適切に輸出管理を⾏っていた場合

 現地検査で法違反が発⾒された場合は、出荷後検査を開始する。
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【参考】チェックリスト（例）

評価項⽬ Ａ欄︓輸出管理内部規程上の取扱 Ｂ欄︓実際の取組 備考

輸出管理体制

1-1 輸出管理の最⾼責任者（注）は、組
織を代表する者か。（注）「最⾼責任
者」とは、輸出者等遵守基準を定める省
令（平成２１年経済産業省令第６０
号。この⾃⼰管理チェックリストにおいて、
「遵守基準省令」という。）第１条第２
号イの統括責任者に相当する。

①輸出管理内部規程上で定めている
②輸出管理内部規程以外の規程等で

定めている
③輸出管理内部規程上では定めていな

い

(ア)輸出管理内部規程どおり組織を代
表する者が就任している

(イ)輸出管理内部規程とは異なる（⼜
は輸出管理内部規程がない）が組織
を代表する者が就任している

(ウ)上記以外の者が就任している
(エ)不在である

輸出管理内部規程の名称及び
条項を記⼊すること。輸出管理
内部規程の名称︓輸出管理内
部規程の条項

1-2 輸出管理に関する業務分担及び責任
範囲は明確か。

①輸出管理内部規程上で定めており明
確である

②輸出管理内部規程以外の規程等で
定めており明確である

③輸出管理内部規程上の定めがない

Ａ欄に①⼜は②と記⼊した場合︓
(ア)輸出管理内部規程どおり運⽤してい

る
(イ)輸出管理内部規程どおり運⽤してい

ない

Ａ欄に③と記⼊した場合︓
(ウ)運⽤上、業務分担⼜は責任範囲が

明確になっている(エ)運⽤上も不明確
である

輸出管理内部規程の名称及び
条項を記⼊すること。
輸出管理内部規程の名称︓
輸出管理内部規程の条項︓

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・
・

9-5
(2)

輸出関連書類等が包括許可取扱要領
Ⅱ４（１）②に規定する返送に係る輸
出⼜は包括許可取扱要領Ⅱ４（２）
②に規定する返送に係る技術の提供後
⼀律７年以上保存されるよう定めている
か。

①輸出管理内部規程上７年以上保存
されるよう定めている

②輸出管理内部規程以外の規程で７
年以上保存されるよう定めている

③定めていない
④他者の輸出管理内部規程を適⽤して

７年以上保存されるよう定めている

(ア)返送に係るすべての輸出関係書類
等を７年以上保存している（⼜は７
年以上保存する体制を整えている）

(イ)実施していない部⾨が⼀部あったが
改善し、現在はすべて７年以上保存し
ている（⼜は７年以上保存する体制
を整えている）

(ウ)保存していない書類が⼀部ある
(エ)まだ実施していない

輸出管理内部規程の名称及び
条項を記⼊すること。
輸出管理内部規程の名称︓
輸出管理内部規程の条項︓
Ｂ欄で「(イ)」を選択した場合に
は、改善時期及び改善内容を、
「(ウ)」を選択した場合には、保
存していない書類は具体的に何
かを、以下に記⼊すること。
取組状況︓

該当する選択肢を選ぶ



９－１ 違法輸出等の類型
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違法輸出等の多くは、社内の輸出管理体制の不備によるもの、該⾮判定や出荷確認
等における誤りなどの過失に起因するものであるが、故意による違法輸出等も実際に
は⾒られる。

（１）故意による違法輸出等の類型
①ハンドキャリー
経済産業⼤⾂の許可を取得せずに、外為法の規制対象貨物等を⼿荷物として持ち
出すもの。

②マスキング
外為法の規制対象貨物等にもかかわらず、それを⾮該当品と偽って税関に輸出申
告し、輸出するもの。

③迂回輸出
相⼿国へ直接輸出することができない外為法の規制対象貨物等を仕向国を偽って
輸出するもの。



９－２ 違法輸出等の類型
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（２）過失による違法輸出等の類型
①輸出管理体制の未整備
○外為法の知識⽋如
・輸⼊専⾨業者が、該当貨物である中古機械について、許可を取得せずに輸出した。
・研究機関にて、該当品である試作品やサンプル品（⽣物材料等）を輸出した。

○該⾮判定の不適切な実施
・製造メーカー（製造部⾨）に該⾮判定をすべて任せ、輸出者（輸出管理部⾨）でダブルチェック
を⾏わずに輸出した。

②該⾮判定における誤り
○プログラムの判定の⾒落とし
・貨物の判定を実施し、メーカーより該当との判定を受けたが、貨物に搭載されたプログラム
（ソフトウェア）の該⾮判定を⾏わなかった。

○他⼈任せ
・貨物の製造メーカー及び通関業務を依頼した通関業者からリスト規制対象貨物である旨の連絡が
なかったため該⾮判定を⾏わなかった。

○法令の⾒落とし
・関連する法令の改正を⾒落とし、メーカーに対し該⾮判定を依頼しなかった。
○参照すべき規制リストの誤り
・該⾮判定を⾏うべき輸出令別表第１の項番を間違ったため、適⽤できない許可証を使って輸出した。
○解釈等の誤り
・海外から購⼊した製品が故障し、リスト規制対象貨物であることに気付かないまま、輸出許可を取
得せず、修理のために購⼊先に輸出した。

・リスト規制対象技術の提供にあたり、国際規格にて⼀般に公表されている技術と思いこみ、役務提
供許可を取得せずに技術を提供したところ⼀部公表されていない技術があった。



９－３ 違法輸出等の類型

21

（２）過失による違法輸出等の類型
③出荷確認の誤り

・営業部⾨が⾮該当貨物の輸出を指⽰したにもかかわらず、誤って該当貨物を出荷して
しまった。

・リスト規制対象技術を有するシステムを役務取引許可を取得することなく、インター
ネット等を通じ、海外の顧客に使⽤させてしまった。

④許可条件等の未遵守
○許可範囲の逸脱
・核兵器関連、⽣物・化学兵器関連貨物を、⼀般包括許可が利⽤できない国に対して、
輸出してしまった。

○個別許可条件の未履⾏
・取得した輸出許可書に「１年後貨物積み戻し」や貨物の設置場所の報告、ストック販
売に係る事前同意等の条件が付いていたが、１年後の積み戻し等の条件を履⾏しな
かった。

○許可書の失効の⾒落とし
・許可証の有効期限や輸出許可された貨物の数量等の確認を怠った。


